
市民団体またはサークルが自主的に企画・運営する学習活動に対し、年度内１回

で通算３回まで支援を行います。

〝自分たちの活動を広めたい〟や〝市民を対象とした学習会を開きたい〟などの
活動がある場合はお気軽にご相談ください。

対象団体
市民 ５名以上で構成する団体、実行委員会

※ 自治会や老人クラブは対象外です

対象活動
市民が参加条件の学習会、講習会、講演会

例）絵画、書道、写真、英会話、太極拳など

自分達が学んでみたい文化やスポーツ活動

※ １回当たり「1時間以上の活動」が対象です

※ 次の活動は支援対象外です

■ 市等から助成を受けている活動

■ 主催団体の構成員のみが対象の活動

■ 政治、宗教、営利営業、個人の利益となる行為又は、受験等資格取得を目的とした

活動 など

支援内容
① 対象経費 ■ 講師謝礼（主催団体の構成員が講師の場合は対象外）

※講師謝礼額には条件があります

① ■ 会場借上料、消耗品、材料費

② 支 援 額 ２万円（１年度目/全額 ２年度目/７割 ３年度目/５割）

③ 申請・支援回数 同じ団体につき、申請は年度内１回で通算３回まで支援

主催団体の役割
〇 経費・講師・会場の確保、活動の運営・周知、参加者の取りまとめなど

申請方法
〇 活動開催日の20日前までに、「申請書、予算書、活動内容がわかるもの、会則、

主催団体名簿」 を中央公民館に提出してください。

〇 活動終了後は 「実施報告等」 を提出してください。

～支援の条件がありますので、事前にお問い合わせください～

士別市教育委員会中央公民館（東6条 4丁目 1番地）電話0165-26-7223 / FAX0165-23-3358


